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独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
。
以
下
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る

こ
と
。

（
本
則
関
係
）

第
二

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
三

機
構
の
解
散
等

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と

し
、
国
が
承
継
す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
そ
の
時
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

第
四

機
構
の
発
行
し
た
緑
資
源
債
券
等
に
関
す
る
経
過
措
置
等

機
構
の
発
行
し
た
緑
資
源
債
券
等
に
関
す
る
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
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（
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）

第
五

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正

一

業
務
の
特
例

研
究
所
は
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
。
以
下
「
研
究
所
法
」
と
い
う
。

）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
所
法
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
）

当
分
の
間
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
。
以
下
「
廃
止
法

（一）
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
業
の
施
行
に
よ
り
開
設
さ
れ
、
改

良
さ
れ
、
又
は
復
旧
さ
れ
た
林
道
（
廃
止
法
の
施
行
前
に
機
構
が
そ
の
工
事
に
着
手
し
た
林
道
の
う
ち
そ
の
工
事
の
全

部
が
完
了
し
な
か
っ
た
も
の
を
含
み
、
廃
止
法
の
施
行
の
際
現
に
機
構
が
管
理
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
維
持
、

修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
こ
と
。

旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
廃
止
法
の
施
行
前
に
機
構
が
行
っ
た
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の

（二）
事
業
に
係
る
賦
課
金
及
び
負
担
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。
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別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
行

（三）
う
こ
と
。

旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
事
業
で
廃
止
法
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
（
同
項
第

（四）
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
事
業
の
開
始
に
必
要
な
事
前
の
調
査
で
廃
止
法
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
も
の

で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

旧
機
構
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
緑
資
源
公
団
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附
則
第
十

（五）
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
係
る
債
権
の
回
収
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、

当
該
債
権
の
管
理
及
び
回
収
を
行
う
こ
と
。

森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

（六）
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
で
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
（
同
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
業
務
の
開
始
に
必
要
な
事
前
の
調
査
で
同
法
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
も
の
で
政

令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
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旧
機
構
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
廃
止
法
の
施
行
前
に
機
構
が
行
っ
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
附

（七）
則
第
十
九
条
第
一
項
の
業
務
に
係
る
負
担
金
及
び
徴
収
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

二

役
員
に
関
す
る
特
例

研
究
所
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
所
に
、
次
の
役
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
研
究
所
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
関
係
）

一

、

及
び

に
掲
げ
る
業
務
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
、
廃
止
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

（一）

（三）

（四）

（六）

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
監
事
一
人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

一

に
掲
げ
る
業
務
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
理
事
二
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（二）

（三）
一

及
び

に
掲
げ
る
業
務
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
、
廃
止
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過

（三）

（四）

（六）

す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
理
事
一
人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（二）

三

区
分
経
理

研
究
所
は
、
一

、

、

（
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
ニ
の
事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
に
係
る
も

（一）

（二）

（四）

の
を
除
く
。
）
、

、

及
び

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理
並
び
に
一

及
び

（
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七

（五）

（六）

（七）

（三）

（四）
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号
ニ
の
事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
経

理
と
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
所
法
附
則
第
十
四
条
関
係
）

四

長
期
借
入
金
及
び
森
林
総
合
研
究
所
債
券

研
究
所
は
、
一

、

及
び

に
規
定
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け

（一）

（三）

（四）

（六）

て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
森
林
総
合
研
究
所
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
所
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）

研
究
所
は
、
長
期
借
入
金
又
は
債
券
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
償
還
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受

（二）
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
研
究
所
法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
関
係
）

第
六

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
等
を
整
備
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


